
　

市
県
民
税
は
、
日
常
生
活
に
密

接
に
結
び
つ
い
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
に
、
市
民
の
み

な
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
税
金
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

こ
の
た
び
、「
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団

体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施

策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る

地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
」
の
施
行
に
よ
り
、
平
成
26
年

度
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
の
10
年

間
は
市
民
税
と
県
民
税
の
均
等
割

額
が
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円
増
額
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
増
額
分
は
、
避
難
所
等
、

防
災
拠
点
や
防
災
設
備
等
の
整
備

な
ど
の
防
災
・
減
災
事
業
を
実
施

す
る
た
め
の
財
源
に
充
て
ら
れ
ま

す
。

　

み
な
さ
ま
の
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
担
当

（
内
線
１
５
３
〜
１
５
５
）

　

市
で
は
平
成
25
年
度
に
引
き
続

き
、
市
税
等
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
の
収
納
業
務
を
つ
ぎ
の

と
お
り
委
託
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
法

施
行
令
第
１
５
８
条
第
２
項
お
よ

び
第
１
５
８
条
の
２
第
６
項
な
ら

び
に
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第

29
条
の
23
第
１
項
、
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
33
条
第
１
項
、
介
護
保
険
法
施

行
令
第
45
条
の
７
第
１
項
、
地
方

公
営
企
業
法
施
行
令
第
26
条
の
４

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
先
を

公
表
し
ま
す
。

※
上
下
水
道
料
に
つ
い
て
は
7
月

か
ら
取
り
扱
い
を
開
始
し
ま
す
。

■
委
託
先

　

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

　

株
式
会
社　
　

■
お
問
い
合
わ
せ

　

収
納
課
管
理
担
当

（
内
線
１
６
４・
１
６
６
）

平成25年度まで 平成26～35年度

平成25年度まで

4,500円 5,500円

復興増税

1,000円

※一年間の年額です。
※県民税の均等割額には森林環境税500円を含んでいます。

復
興
増
税
に
よ
り

市
県
民
税
均
等
割
額
が
増
額
さ
れ
ま
す

市
税
等
の
収
納
業
務
を

委
託
し
て
い
ま
す

☆
定
期
予
防
接
種
の 

間
隔
の
緩
和
に
つ
い
て

　

予
坊
接
種
実
施
規
則
等
の
改
正

に
伴
い
、
４
月
１
日
よ
り
接
種
間

隔
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。

■
該
当
の
定
期
予
防
接
種

　

①
四
種
混
合

　

②
ヒ
ブ

　

③
日
本
脳
炎

　

④
子
宮
頸
が
ん
予
防
（
２
価
）

※
具
体
的
な
接
種
間
隔
に
つ
い
て

は
、
保
健
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

☆
子
宮
頸
が
ん 

予
防
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て

　

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
に

つ
い
て
は
、
接
種
に
よ
る
副
反
応

報
告
が
寄
せ
ら
れ
た
た
め
、
厚
生

労
働
省
は
現
行
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
積
極
的
勧
奨
を
行
わ
な
い
よ
う

勧
告
し
て
お
り
ま
す
。

　

接
種
に
あ
た
っ
て
は
、
保
健
課

及
び
医
療
機
関
等
に
ご
相
談
の
う

え
、
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
と
リ
ス

ク
を
十
分
ご
理
解
の
う
え
で
接
種

の
ご
判
断
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
日
本
脳
炎
の 

予
防
接
種
に
つ
い
て

   

小
学
２
、
３
年
生
は
、
第
１
期

の
接
種
が
、
ま
た
18
歳
と
な
る
方

に
つ
い
て
は
、
第
２
期
の
接
種
が
、

予
防
接
種
の
積
極
的
勧
奨
の
差
し

控
え
に
よ
り
、
接
種
を
受
け
る
機

会
を
逃
し
て
い
た
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
対
象
年
齢
の
方
に
は
、

５
月
中
に
ご
案
内
を
差
し
上
げ
ま

す
。

　

な
お
、
ご
案
内
対
象
者
以
外
で
、

平
成
7
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
19

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方
に
つ
い

て
も
、
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な

い
場
合
は
、
公
費
で
日
本
脳
炎
の

定
期
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
接
種
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
保
健
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

保
健
課
健
康
増
進
担
当

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）　

 

☎
２
３
‐
４
３
１
０

予
防
接
種
に
関
す
る
お
知
ら
せ

歯の健康無料相談のお知らせ
■日時　６月１日（日）９時 30 分～ 12 時 30 分
■会場　市民交流センター「ニコリ」1 階
■内容　歯科医師による健診及び相談
 無料フッ素塗布等
■お問い合わせ　保健課健康増進担当
 ☎２３‐４３１０
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